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被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となることを予防するとともに、要
介護状態となった場合においても可能な限り地域においえ自立した日常生活を営むことができるよう支援すること。
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介護が必要となるおそれのある生活機能の低下している人を早期に発見し、介護予防について支援すること。
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事業：高齢者介護予防把握事業                                

１．高齢者介護予防把握事業 

被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、

可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう介護予防事業の対象者を把握した。 

 

細事業：２次予防事業対象者把握事業                             

１．２次予防事業対象者把握事業 

平成 23 年度に要介護・要支援認定を受けていない 65 歳以上の市民全数を対象に基本チェックリスト※を実施し

たが、今回は平成 23年度に回答を得られなかった人、新たに 65歳になられた人、転入された人を対象に基本チェ

ックリストを実施し、２次予防事業対象者※を把握し、介護予防事業を紹介した。 

 

    配布数 6,469通 

    回収数 3,484通（回収率 53.9%） 

    内 二次予防事業対象者 889人（25.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 基本チェックリスト 

 ･･･日常生活を維持していくために必要な心身の能力（生活機能）が衰えていないかをチェックする 25項目の質問票。 

※ ２次予防事業対象者 

 ･･･基本チェックリストで生活機能の低下のおそれがあると判断された者。 


